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(57)【要約】
【課題】アルミニウムが均一に分散した酸化マグネシウム前駆体から作製することにより
、十分に焼結密度が高い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及びアルミニウムを含む
酸化マグネシウム焼結体を製造することが可能な製造方法を提供する。
【解決手段】酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及びアルミニウムを含む酸化マグネシ
ウム焼結体を製造する方法において、まず、アルミニウムを含む水酸化マグネシウムスラ
リーを調製し、前記水酸化マグネシウムスラリーを水熱処理した後、濾過、水洗、及び乾
燥させて、水酸化マグネシウム粒子を得、これを焼成して、酸化マグネシウム粒子を得る
。次に、前記酸化マグネシウム粒子、カルシウム化合物粒子、及びバインダーを混合、造
粒して得た造粒粉末を型内で成形して成形体を形成し、前記成形体を焼結することで、前
記焼結体を製造する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及びアルミニウムを含む酸化マグネシウム焼結体
を製造する方法であって、
　アルミニウムを含む水酸化マグネシウムスラリーを調製する工程（Ａ）、
　前記水酸化マグネシウムスラリーを水熱処理する工程（Ｂ）、
　前記水熱処理された水酸化マグネシウムスラリーを、濾過、水洗、及び乾燥させて、水
酸化マグネシウム粒子を得る工程（Ｃ）、
　前記水酸化マグネシウム粒子を焼成して、酸化マグネシウム粒子を得る工程（Ｄ）、
　前記酸化マグネシウム粒子、カルシウム化合物粒子、及びバインダーを混合及び造粒し
、造粒粉末を得る工程（Ｅ）、
　前記造粒粉末を型内で成形して成形体を形成する工程（Ｆ）、並びに、
　前記成形体を焼結する工程（Ｇ）を含む、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及びア
ルミニウムを含む酸化マグネシウム焼結体の製造方法。
【請求項２】
　前記酸化マグネシウム焼結体が、酸化マグネシウムを５０質量％以上、酸化カルシウム
を２～４９．９質量％、及びアルミニウムを０．００１～１質量％含むことを特徴とする
、請求項１記載の酸化マグネシウム焼結体の製造方法。
【請求項３】
　前記工程（Ａ）が、マグネシウム含有水溶液にアルミニウム化合物を添加したのち、ア
ルカリ水溶液と反応させることで、前記アルミニウムを含む水酸化マグネシウムスラリー
を調製することを特徴とする、請求項１又は２に記載の酸化マグネシウム焼結体の製造方
法。
【請求項４】
　前記工程（Ａ）が、マグネシウム含有水溶液をアルカリ水溶液と反応させたのち、アル
ミニウム化合物を添加することで、前記アルミニウムを含む水酸化マグネシウムスラリー
を調製することを特徴とする、請求項１又は２に記載の酸化マグネシウム焼結体の製造方
法。
【請求項５】
　前記アルミニウム化合物が、純度９９．９質量％以上であり、塩化物塩、硝酸塩、硫酸
塩、炭酸塩、酢酸塩、及び蓚酸塩からなる群より選択される少なくとも１種以上を含む化
合物であることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の酸化マグネシウム焼
結体の製造方法。
【請求項６】
　前記マグネシウム含有水溶液が、塩化物塩、硝酸塩、硫酸塩、炭酸塩、酢酸塩、及び蓚
酸塩からなる群より選択される少なくとも１種類以上を含む水溶液であることを特徴とす
る、請求項３～５のいずれか１項に記載の酸化マグネシウム焼結体の製造方法。
【請求項７】
　前記アルカリ水溶液が、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、及びアンモニウム塩か
らなる群より選択される少なくとも１種類以上を含む水溶液であることを特徴とする、請
求項３～６のいずれか１項に記載の酸化マグネシウム焼結体の製造方法。
【請求項８】
　前記カルシウム化合物粒子が、純度９９．９質量％以上であり、平均粒径が０．０１～
１５μｍの範囲であり、炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、及び酸化カルシウムからな
る群より選択される少なくとも１種類以上を含む化合物であることを特徴とする、請求項
１～７のいずれか１項に記載の酸化マグネシウム焼結体の製造方法。
【請求項９】
　前記工程（Ａ）において、濃度０．１～１０ｍｏｌ／Ｌの範囲の前記マグネシウム含有
水溶液を、濃度１～１８ｍｏｌ／Ｌの範囲の前記アルカリ水溶液と反応率８５～９８ｍｏ
ｌ％で反応させることを特徴とする、請求項３～８のいずれか１項に記載の酸化マグネシ
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ウム焼結体の製造方法。
【請求項１０】
　前記工程（Ｂ）において、前記水酸化マグネシウムスラリーを、１０１～２００℃の範
囲の温度で、０．５～５時間の間保持して水熱処理することを特徴とする、請求項１～９
のいずれか１項に記載の酸化マグネシウム焼結体の製造方法。
【請求項１１】
　前記工程（Ｄ）において、前記水酸化マグネシウム粒子を、５００℃～１６００℃の範
囲の温度で、０．１～５時間の間焼成し、アルミニウムを除いて算出した純度が９９．９
質量％以上である前記酸化マグネシウム粒子を得ることを特徴とする、請求項１～１０の
いずれか１項に記載の酸化マグネシウム焼結体の製造方法。
【請求項１２】
　前記工程（Ｅ）において、セルロース誘導体、アクリル系樹脂、及び酢酸ビニル系樹脂
からなる群より選択される少なくとも１種類以上を含むバインダーを、前記酸化マグネシ
ウム粒子及び前記カルシウム化合物粒子を酸化物に換算した合計１００質量部に対して、
固形分で１～１０質量部の範囲で添加することを特徴とする、請求項１～１１のいずれか
１項に記載の酸化マグネシウム焼結体の製造方法。
【請求項１３】
　前記工程（Ｆ）において、５０～６００ＭＰａの範囲の成形圧力で前記造粒粉末の成形
を行うことを特徴とする、請求項１～１２のいずれか１項に記載の酸化マグネシウム焼結
体の製造方法。
【請求項１４】
　前記工程（Ｇ）において、前記成形体を、１３００～１８００℃の範囲の温度で、０．
５～２０時間の間焼成することを特徴とする、請求項１～１３のいずれか１項に記載の酸
化マグネシウム焼結体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラズマディスプレイパネル（以下、ＰＤＰと称する）における保護膜を形
成可能な蒸着材として好適な酸化マグネシウム焼結体を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＤＰは２枚のガラス基板の間隙に密閉された微小な放電空間を多数設けた表示デバイ
スである。たとえば、マトリックス表示方式のＰＤＰでは、多数の電極が格子状に配列さ
れ、各電極の交差部の放電セルを選択的に発光させて画像を表示する。代表的な面放電型
のＡＣ型ＰＤＰでは、前面板の表示電極は誘電体層で被覆され、さらに誘電体層上に保護
膜が形成されている。保護膜は、誘電体層が直接放電にさらされることで誘電体層表面が
変化して放電開始電圧が上昇するのを防止する役割を有しており、イオン衝撃のスパッタ
リングによって変化しないという特性を示す層である。
【０００３】
　現在、ＰＤＰ用の保護膜は、酸化マグネシウム等の焼結体をターゲット材とする電子ビ
ーム蒸着法により誘電体層上に形成されることが一般的である。しかし、ＰＤＰを更に省
電力化するために放電開始電圧を更に下げることが要求され、ＰＤＰ用の保護膜としても
、低い放電開始電圧を有し、二次電子放出係数が高く、スパッタリングに強い材料が求め
られている。
【０００４】
　このような観点から、特許文献１では、酸化マグネシウム及び酸化カルシウムからなる
金属酸化物により形成するとともにアルミニウムを含有させた保護膜が記載されている。
当該文献では、酸化マグネシウムを主成分とする保護膜に酸化カルシウムを含有させるこ
とで、良好な二次電子放出特性を発揮し、放電開始電圧を低減させることができると記載
されている。さらに、保護膜中の酸化カルシウムが二酸化炭素と結合して炭酸カルシウム
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となると、放電開始電圧低減の効果が薄れてしまうところ、アルミニウムを添加すること
で、酸化カルシウムから炭酸カルシウムへの変化を抑制し、放電開始電圧の上昇を抑制で
きると記載されている。
【０００５】
　このような保護膜を形成する際に用いる蒸着材として、特許文献２及び特許文献３では
、酸化マグネシウム、及び酸化カルシウムを含む酸化マグネシウム焼結体が開示されてい
る。
【０００６】
　当該焼結体を製造する方法として、特許文献２及び特許文献３では、酸化マグネシウム
粉末と、酸化カルシウム又は酸化カルシウム前駆体の粉末、及びバインダーを、水性分散
媒体中で混合分散させてスラリーを調製し、スプレードライヤーを用いて前記スラリーを
噴霧乾燥することで造粒物を得て、造粒物を型内で成形し、得られた成形物を焼成して焼
結体を得るといった製造方法が記載されている。
【０００７】
　特に特許文献３では、さらにアルミニウム化合物粒子を用いることで、酸化マグネシウ
ム、酸化カルシウム、及びアルミニウムを含む酸化マグネシウム焼結体を得ることが開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－１４０８３７号公報
【特許文献２】特開２００５－３３０５７４号公報
【特許文献３】特開２０１０－１４３７９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献３で開示されているような固体のアルミニウム化合物粒子を固
体の酸化マグネシウム粒子及びカルシウム化合物と混合して焼結することで焼結体を製造
する方法では、アルミニウムが粒子表面に偏析して焼結助剤としての効果が十分に得られ
ず、特に酸化カルシウムの配合率を大きくした場合、焼結密度が低い焼結体しか得られな
かった。ＰＤＰ用の保護膜を成膜する工程においては、このような焼結密度が低い焼結体
を蒸着材として使用した場合、スプラッシュ発生の原因となるという問題があった。
　上記方法によって、十分な焼結密度を達成する焼結体を得るには、焼結体中のアルミニ
ウム含有量を多くする必要があるが、アルミニウムを多く含む焼結体により形成した保護
膜は、放電開始電圧の上昇を抑制する効果が低減してしまう（特許文献１の段落［００９
７］～［０１００］、及び図７）。
　また、上記方法により得られる焼結体は、アルミニウムが焼結体中で偏析しており、こ
のような焼結体を蒸着材として使用し保護膜を形成すると、得られた保護膜中においても
アルミニウムが偏析するため、放電開始電圧の上昇を抑制する効果が十分に得られない。
　本発明は、上記現状に鑑み、含まれるアルミニウムが均一に分散し、アルミニウムの添
加量が少なくても、十分に焼結密度が高い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及びア
ルミニウムを含む酸化マグネシウム焼結体を製造することが可能な製造方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者が検討したところ、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及びアルミニウムを
含む酸化マグネシウム焼結体を製造する際に、酸化マグネシウムの前駆体である水酸化マ
グネシウムを製造する過程において、アルミニウムが均一に分散するように、予めマグネ
シウム含有水溶液又は水酸化マグネシウムスラリーにアルミニウム化合物を添加してアル
ミニウムを含む水酸化マグネシウムを得たのち、当該水酸化マグネシウムから得られたア
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ルミニウムを含む酸化マグネシウム粒子と、酸化カルシウム又はその前駆体、及びバイン
ダーとを混合、造粒、成形、及び焼成することで、アルミニウムが均一に分散し、アルミ
ニウムの添加量が少なくても、十分に焼結密度が高い焼結体が得られることを見出し、本
発明を完成するに至った。
【００１１】
　すなわち本発明の酸化マグネシウム焼結体の製造方法は、酸化マグネシウム、酸化カル
シウム、及びアルミニウムを含む酸化マグネシウム焼結体を製造する方法であって、アル
ミニウムを含む水酸化マグネシウムスラリーを調製する工程（Ａ）、前記水酸化マグネシ
ウムスラリーを水熱処理する工程（Ｂ）、前記水熱処理された水酸化マグネシウムスラリ
ーを濾過、水洗、及び乾燥させて、水酸化マグネシウム粒子を得る工程（Ｃ）、前記水酸
化マグネシウム粒子を焼成して、酸化マグネシウム粒子を得る工程（Ｄ）、前記酸化マグ
ネシウム粒子、カルシウム化合物粒子、及びバインダーを混合及び造粒し、造粒粉末を得
る工程（Ｅ）、前記造粒粉末を型内で成形して成形体を形成する工程（Ｆ）、並びに、前
記成形体を焼結する工程（Ｇ）を含む。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の酸化マグネシウム焼結体の製造方法によれば、焼結体中にアルミニウムが均一
に分散し、アルミニウムの添加量が少なくても、十分に焼結密度が高い、酸化マグネシウ
ム、酸化カルシウム、及びアルミニウムを含む酸化マグネシウム焼結体を製造することが
できる。
【００１３】
　これにより得られた酸化マグネシウム焼結体は、酸化カルシウムの配合率を大きくした
場合でも十分に焼結密度が高いため、蒸着材として用いて保護膜を形成する場合に、蒸着
時のスプラッシュの発生を抑制することができる。また、アルミニウムの添加量が少なく
、かつ、得られた保護膜においてもアルミニウムが偏析していないため、放電開始電圧の
上昇を抑制する効果が十分である保護膜を形成することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明により製造する酸化マグネシウム焼結体は、構成成分として酸化マグネシウムを
主体とし（総量のうち５０質量％以上の割合で含有し）、さらに、酸化カルシウム、及び
アルミニウムを含有する。このとき、当該アルミニウムは、金属アルミニウムもしくは酸
化アルミニウムの状態で存在していても良く、又は他の元素に固溶していても良い。焼結
体とは、粒子の集合体を、融点よりも低い温度で加熱（焼結）することで、粉体の固相拡
散、ネック部の成長、結晶粒界の移動などによって粒子同士が連結して製造された緻密な
成形体のことをいう。
【００１５】
　製造される酸化マグネシウム焼結体における酸化カルシウムの含量は２～４９．９質量
％である。２質量％未満であると、前記焼結体を蒸着材として用いて形成されたＰＤＰ用
保護膜により放電開始電圧を低減する効果が不十分であり、４９．９質量％を超えると、
成膜時にスプラッシュが発生しやすい。好ましくは２～３０質量％である。
【００１６】
　製造される酸化マグネシウム焼結体におけるアルミニウムの含量は０．００１～１質量
％である。０．００１質量％未満であると、焼結密度が十分ではないため成膜時にスプラ
ッシュが発生しやすく、１質量％を超えると、前記焼結体を蒸着材として用いて形成され
たＰＤＰ用保護膜により放電開始電圧の上昇を抑制する効果が低減する。好ましくは０．
００４～０．２質量％である。
【００１７】
　本発明の製造方法によると、焼結密度が９５％以上、好ましくは９６％以上、より好ま
しくは９７％以上、さらに好ましくは９８％以上の焼結体を製造することができる。この
ように焼結密度が十分に高いものであるために、当該焼結体を、電子ビーム蒸着法、イオ
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ンプレーティング法又はスパッタリング法等の真空蒸着法における蒸着材として用いて成
膜をする際にスプラッシュが発生するのを抑制することができる。
【００１８】
　以下、本発明の酸化マグネシウム焼結体の製造方法を、各工程毎に説明する。
【００１９】
　（マグネシウム含有水溶液を用意する工程）
　まず、工程（Ａ）において使用する、マグネシウム含有水溶液を調製する。マグネシウ
ム含有水溶液は特に限定されず、例として、塩化物塩、硝酸塩、硫酸塩、炭酸塩、酢酸塩
、及び蓚酸塩からなる群より選択される少なくとも１種類以上を含む水溶液を挙げること
ができる。アルミニウム以外の不純物を低減した酸化マグネシウム粒子を得るために、塩
化マグネシウム水溶液が好ましい。
【００２０】
　以下、具体的に、塩化マグネシウム水溶液を用いた場合の工程を説明するが、これに限
定されない。調製する塩化マグネシウム水溶液は、濃度０．１～１０ｍｏｌ／Ｌが好まし
い。濃度が０．１ｍｏｌ／Ｌ未満であると、生産効率が悪くなる。また、濃度が１０ｍｏ
ｌ／Ｌより高いと水酸化マグネシウムスラリーの粘度が高くなり、ハンドリングが悪くな
る。塩化マグネシウム水溶液の濃度は、好ましくは０．５～５ｍｏｌ／Ｌである。
【００２１】
　まず、塩化マグネシウム水溶液を用意する。例えば、純度９９質量％以上の高純度の塩
化マグネシウム（塩化マグネシウムとしては、塩化マグネシウム六水和物若しくは無水塩
化マグネシウム、又は海水、かん水、若しくは苦汁を用いることができる）に純水（イオ
ン交換樹脂に通して電気伝導率を０．１μＳ／ｃｍ以下まで精製した水）を添加すること
により塩化マグネシウム水溶液とすることができる。塩化マグネシウム水溶液は、濃度０
．１～１０ｍｏｌ／Ｌとすることができ、好ましくは０．５～５ｍｏｌ／Ｌである。
【００２２】
　（アルミニウムを含む水酸化マグネシウムスラリーの調製工程（Ａ））
　アルミニウムを所定量含む水酸化マグネシウムスラリーは下記工程Ａ－1又は工程Ａ－
２を実施することで調製する。
【００２３】
　（工程Ａ－１　マグネシウム含有水溶液にアルミニウム化合物を添加する場合）
　得られる酸化マグネシウム焼結体中にアルミニウムが０．００１～１質量％の範囲で含
有されるように、所定量のアルミニウム化合物を、マグネシウム含有水溶液に添加混合す
る。添加するアルミニウム化合物は特に限定されず、例として、塩化物塩、硝酸塩、硫酸
塩、炭酸塩、酢酸塩、及び蓚酸塩からなる群より選択される少なくとも１種以上を含む化
合物を挙げることができる。アルミニウム以外の不純物を低減した水酸化マグネシウムス
ラリーを得るために、例えば、塩化マグネシウム水溶液を用いる場合には、アルミニウム
化合物としては、塩化アルミニウム六水和物が好ましい。また、同様の理由から、アルミ
ニウム化合物の純度は、９９．９質量％以上が好ましい。
【００２４】
　得られたアルミニウムを含むマグネシウム含有水溶液にアルカリ水溶液を添加して、ア
ルミニウムを含む水酸化マグネシウムスラリーを得る。使用するアルカリ水溶液は特に限
定されず、例として、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニウム塩からなる群
より選択される少なくとも１種類以上を含む水溶液を挙げることができる。アルカリ水溶
液の濃度は１～１８ｍｏｌ／Ｌが好ましい。アルカリ水溶液の濃度が１ｍｏｌ／Ｌ未満で
あると、生産効率が悪くなる。また、濃度が１８ｍｏｌ／Ｌより高くなると、水酸化マグ
ネシウムスラリーの粘度が高くなり、ハンドリングが悪くなる。好ましくは４～１８ｍｏ
ｌ／Ｌの濃度である。マグネシウム含有水溶液とアルカリ水溶液の反応率は、８５～９８
ｍｏｌ％が好ましい。ここで、反応率とは、マグネシウム含有水溶液中のマグネシウム化
合物全てが、水酸化マグネシウムに変換されるのに必要なアルカリ量を１００ｍｏｌ％と
して算出した値をいう。反応率が８５ｍｏｌ％未満であると、生産効率が悪くなる。また
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、反応率が９８ｍｏｌ％より高くなると、スラリーの不純物が増加する。
【００２５】
　（工程Ａ－２　水酸化マグネシウムスラリーにアルミニウム化合物を添加する場合）
　マグネシウム含有水溶液にアルカリ水溶液を添加して、水酸化マグネシウムスラリーを
得る。使用するアルカリ水溶液の種類、及び濃度、並びに反応率は、工程Ａ－１と同様で
良い。得られた水酸化マグネシウムスラリーに、所定量のアルミニウム化合物を、得られ
る酸化マグネシウム焼結体中にアルミニウムが０．００１～１質量％の範囲で含有される
ように添加混合し、アルミニウムを含む水酸化マグネシウムスラリーを得る。使用するア
ルミニウム化合物の種類、及び純度は、工程Ａ－１と同様で良い。
【００２６】
　（水酸化マグネシウムスラリーを水熱する工程（Ｂ））
　得られた水酸化マグネシウムスラリーを水熱処理し、水熱処理された水酸化マグネシウ
ムスラリーを得る。
【００２７】
　水熱処理は、水酸化マグネシウムスラリーを、例えば、オートクレーブを用いて、１０
１℃～２００℃で、攪拌しながら保持することにより行うことができる。水熱処理温度が
１０１℃より低いと結晶が成長せず、凝集粒子が生成して分散が悪くなる。また水熱処理
温度が２００℃より高いと結晶が成長しすぎ、粒子径が大きくなりすぎる傾向がある。水
熱処理温度は好ましくは１０５℃～１５０℃である。水熱処理時間は、０．５～５時間と
することができる。水熱処理時間がこの範囲であると、結晶成長及び粒子径を適切な範囲
に制御することができる。水熱処理時間は好ましくは１～２時間である。
【００２８】
　（水酸化マグネシウム粒子を得る工程（Ｃ））
　水熱処理された水酸化マグネシウムスラリーを、濾過、水洗、及び乾燥処理に付すこと
で、水酸化マグネシウム粒子を得る。
【００２９】
　水洗は、乾燥水酸化マグネシウムに対して、質量基準で５～１００倍、好ましくは２０
～５０倍の純水を濾過の後に投入することにより行うことができる。
【００３０】
　（酸化マグネシウム粒子を得る工程（Ｄ））
　前記水酸化マグネシウム粒子を焼成することで、酸化マグネシウム粒子を得る。具体的
には、水酸化マグネシウム粒子を、例えば、大気雰囲気中で、昇温速度１～２０℃／分（
好ましくは３～１０℃／分）で５００℃～１６００℃、好ましくは６００～１０００℃ま
で昇温し、昇温後、５００℃～１６００℃、好ましくは６００～１０００℃で０．１～５
時間焼成することにより、酸化マグネシウム粒子を得ることができる。得られる酸化マグ
ネシウム粒子の純度は、プラズマディスプレイパネルの保護膜用蒸着材への金属不純物の
混入を十分に小さくするため、アルミニウムを除いて算出した純度が９９．９質量％以上
であることが好ましく、より好ましくは、９９．９５質量％以上である。
【００３１】
　（混合及び造粒工程（Ｅ））
　次いで、前記酸化マグネシウム粒子に対し、カルシウム化合物粒子、及びバインダーを
混合して造粒し、造粒粉末を得る。造粒方法には、限定されないが、転動造粒法やスプレ
ー造粒法等を利用できる。
【００３２】
　前記カルシウム化合物としては特に限定されず、例えば、炭酸カルシウム、水酸化カル
シウム、酸化カルシウムを用いることができる。これらカルシウム化合物の純度は、９９
質量％以上、好ましくは９９．９質量％以上が好ましい。また、カルシウム化合物の平均
粒径は、０．０１～１５μｍの範囲が好ましい。前記カルシウム化合物粒子は、製造され
る酸化マグネシウム焼結体中の酸化カルシウムが所望の量になるような量で使用すればよ
い。
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【００３３】
　前記バインダーとしては特に限定されず、例えば、ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロー
ス）等のセルロース誘導体、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）、アクリル系樹脂、酢酸ビ
ニル系樹脂等が挙げられる。その使用量としては、酸化物に換算した粉末量の合計１００
質量部に対して、固形分で１～１０質量部程度である。バインダーはバインダー溶液とし
て用いることが好ましく、当該溶液の濃度は５～５０質量％程度が好ましい。さらに、バ
インダーと共に、分散剤等の添加剤を併用してもよい。
【００３４】
　（成形工程（Ｆ））
　前記造粒体を、所定の金型に導入してプレス装置で成形を行い、成形体を形成する。
　プレス装置及び金型は、特に限定されず、具体的には、プラズマディスプレイパネル用
の保護膜形成用ターゲットして必要な形状及び大きさ（例えば、厚さ３．０ｍｍ程度の円
盤、円柱及び角柱状など）に成型できるプレス機及び金型を用いることができる。プレス
装置は、例えば、１軸プレス装置等を使用できる。プレス圧力は、得られる成形体の相対
密度を調整するために、例えば、５０～６００ＭＰａに設定することが望ましい。
【００３５】
　プレス機による圧力印加により成型した成型体の厚さは、０．１～１０．０ｍｍとする
ことができる。成型体の厚さが、このような値であると、焼結を好適に行うことができ、
また、焼結終了後に得られる焼結体を、ターゲットとして好適に用いることができる。
【００３６】
　（焼成工程（Ｇ））
　得られた成形体を焼成することによって、目的物である、酸化マグネシウム、酸化カル
シウム、及びアルミニウムを含む酸化マグネシウム焼結体を得ることができる。焼成には
、電気炉、ガス炉等が利用できる。高密度の焼結体を得るための焼成温度は、１２００～
２４００℃であり、好ましくは１３００～１８００℃である。また、焼成時間は、０．５
～２０時間であり、好ましくは５～１５時間である。焼成は、取り扱いが容易な大気雰囲
気中で行うことができる。また、必要に応じて、窒素雰囲気中又はその他の不活性ガス雰
囲気中で行うこともできる。
【００３７】
　本発明で得られる酸化マグネシウム焼結体は、プラズマディスプレイパネルの保護膜を
真空蒸着法で成膜する際に使用する蒸着材として好適に利用することができる。真空蒸着
法としては特に限定されず、電子ビーム蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリン
グ法等を使用することができる。
【実施例】
【００３８】
　以下に実施例を掲げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定
されるものではない。
【００３９】
　（分析方法）
　得られた焼結体の物性は、以下の方法によって測定した。
【００４０】
　（１）アルミニウム元素及び不純物元素の含有量測定法
　測定対象となる元素（Ａｇ、Ａｌ、Ｂ、Ｂａ、Ｂｉ、Ｃｄ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｆｅ、
Ｇａ、Ｉｎ、Ｋ、Ｌｉ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｎａ、Ｎｉ、Ｐ、Ｐｂ、Ｓ、Ｓｉ、Ｓｒ、Ｔｌ、Ｖ
、Ｚｎ、Ｔｉ及びＺｒ）は、ＩＣＰ発光分析装置（商品名：ＳＰＳ－５１００、セイコー
インスツルメンツ製）を使用して、試料を酸に溶解した後、質量を測定した。
【００４１】
　（２）純度測定法
　酸化マグネシウム粒子の純度は、１００質量％から上記の「アルミニウム元素及び不純
物元素の含有量測定法」で測定した、アルミニウムを除く不純物元素の質量の合計を差し
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引いた値として算出した。
【００４２】
　（３）酸化カルシウムの含有量測定法
　自動滴定装置（ＣＯＭＴＩＴＥ－９８０、平沼産業製）を使用して、焼結体に含有され
る酸化カルシウム量を測定した。
【００４３】
　（４）焼結体の相対密度（焼結密度）の算出方法
　焼結体の相対密度は、アルキメデス法により求めた。ただし、酸化マグネシウムの理論
密度を３．５８ｇ／ｃｃ、酸化カルシウムの理論密度を３．３２ｇ／ｃｃ、酸化アルミニ
ウムの理論密度を３．９７ｇ／ｃｃとして算出した。
【００４４】
　（５）レーザ回折散乱式粒度分布測定
　レーザ回折散乱式粒度分布測定装置（商品名：ＭＴ３３００、日機装社製）を使用して
、体積基準の累積５０％粒子径（Ｄ５０）を測定した。
【００４５】
　（実施例１）
　（塩化マグネシウム水溶液を用意する工程）
　塩化マグネシウムとして、純度９９質量％以上、濃度３．５ｍｏｌ／Ｌの水溶液を用意
した。この塩化マグネシウム水溶液に純水（イオン交換樹脂に通して電気伝導率を０．１
μＳ／ｃｍ以下まで精製した水）を添加することにより濃度を調整し、濃度２．０ｍｏｌ
／Ｌの塩化マグネシウム水溶液を得た。
【００４６】
　（工程Ａ）
　焼結体中に５００質量ｐｐｍのアルミニウムが含有されるような量で、塩化アルミニウ
ム六水和物（株式会社高純度化学研究所製：純度９９．９質量％以上）を塩化マグネシウ
ム水溶液に添加混合した。得られたアルミニウムを含む塩化マグネシウム水溶液を、塩化
マグネシウムの反応率が９５ｍｏｌ％となるように濃度１５ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウ
ム水溶液と反応させて、濃度１００ｇ／Ｌの、アルミニウムを含む水酸化マグネシウムス
ラリーを調製した。
【００４７】
　（工程Ｂ）
　得られた水酸化マグネシウムスラリーを、オートクレーブを用いて１５０℃で１時間攪
拌しながら保持することで、水熱処理（加熱攪拌処理）を行った。
【００４８】
　（工程Ｃ）
　水熱処理された水酸化マグネシウムスラリーを濾過し、水洗することにより、水酸化マ
グネシウムケーキを得た。水洗は、乾燥水酸化マグネシウムに対して質量基準で４０倍の
純水を濾過の後に投入することにより行った。得られた水酸化マグネシウムケーキを粉砕
、乾燥し、水酸化マグネシウム粒子を得た。
【００４９】
　（工程Ｄ）
　得られた水酸化マグネシウム粒子を、大気雰囲気中で、１０００℃で１時間焼成するこ
とにより、酸化マグネシウム粒子を得た。
【００５０】
　（工程Ｅ）
　得られた酸化マグネシウム粒子１００質量部に対して、炭酸カルシウム（関東化学株式
会社製　純度：９９．９９質量％以上、Ｄ５０：１２μｍ）を９質量部（酸化カルシウム
換算で焼結体中に５質量％相当含まれる量）、及びバインダーとしてセルロース誘導体の
カルボキシメチルセルロースを、酸化マグネシウム粒子及び炭酸カルシウム粒子の合計１
００質量部に対して、固形分で４質量部となるように添加し、混合、及び造粒した。
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【００５１】
　（工程Ｆ）
　得られた造粒体を、乾燥後、プレス成形（成形圧力：３００ＭＰａ）により８ｍｍ×８
ｍｍ×３．５ｍｍの直方体状に成形し、成形体を得た。
【００５２】
　（工程Ｇ）
　得られた成形体を、電気炉内で１６５０℃で６時間焼成し、酸化マグネシウム、酸化カ
ルシウム、及びアルミニウムを含む焼結体を得た。
【００５３】
　（実施例２）
　まず、実施例１と同様に、塩化マグネシウム水溶液を得た。
【００５４】
　次に、（工程Ａ）において、塩化マグネシウムの反応率が９５ｍｏｌ％となるように、
濃度１５ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液と塩化マグネシウム水溶液を反応させて、
濃度１００ｇ／Ｌの水酸化マグネシウムスラリーを調製した。さらに、得られた水酸化マ
グネシウムスラリーに、焼結体中に５００質量ｐｐｍのアルミニウムが含有されるような
量で、塩化アルミニウム六水和物（株式会社高純度化学研究所製：純度９９．９質量％以
上）を添加混合し、アルミニウムを含む水酸化マグネシウムスラリーを得た。
【００５５】
　次いで、実施例１と同様に（工程Ｂ）～（工程Ｇ）を行い、酸化マグネシウム、酸化カ
ルシウム、及びアルミニウムを含む焼結体を得た。
【００５６】
　（実施例３）
　焼結体中のアルミニウム含有量が１００質量ｐｐｍとなるように塩化アルミニウム六水
和物を添加し、炭酸カルシウムを、酸化カルシウム換算で焼結体中に２質量％相当含まれ
る量添加した以外は、実施例２と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及び
アルミニウムを含む焼結体を得た。
【００５７】
　（実施例４）
　焼結体中のアルミニウム含有量が２００質量ｐｐｍとなるように塩化アルミニウム六水
和物を添加し、炭酸カルシウムを、酸化カルシウム換算で焼結体中に５質量％相当含まれ
る量添加した以外は、実施例２と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及び
アルミニウムを含む焼結体を得た。
【００５８】
　（実施例５）
　焼結体中のアルミニウム含有量が３００質量ｐｐｍとなるように塩化アルミニウム六水
和物を添加し、炭酸カルシウムを、酸化カルシウム換算で焼結体中に５質量％相当含まれ
る量添加した以外は、実施例２と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及び
アルミニウムを含む焼結体を得た。
【００５９】
　（実施例６）
　焼結体中のアルミニウム含有量が２００質量ｐｐｍとなるように塩化アルミニウム六水
和物を添加し、炭酸カルシウムを、酸化カルシウム換算で焼結体中に１０質量％相当含ま
れる量添加した以外は、実施例２と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及
びアルミニウムを含む焼結体を得た。
【００６０】
　（実施例７）
　焼結体中のアルミニウム含有量が５００質量ｐｐｍとなるように塩化アルミニウム六水
和物を添加し、炭酸カルシウムを酸化カルシウム換算で焼結体中に１０質量％相当含まれ
る量添加した以外は、実施例２と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及び
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アルミニウムを含む焼結体を得た。
【００６１】
　（実施例８）
　焼結体中のアルミニウム含有量が１０００質量ｐｐｍとなるように塩化アルミニウム六
水和物を添加し、炭酸カルシウムを、酸化カルシウム換算で焼結体中に１５質量％相当含
まれる量添加した以外は、実施例２と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、
及びアルミニウムを含む焼結体を得た。
【００６２】
　（実施例９）
　焼結体中のアルミニウム含有量が２０００質量ｐｐｍとなるように塩化アルミニウム六
水和物を添加し、炭酸カルシウムを、酸化カルシウム換算で焼結体中に３０質量％相当含
まれる量添加した以外は、実施例２と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、
及びアルミニウムを含む焼結体を得た。
【００６３】
　（実施例１０）
　焼結体中のアルミニウム含有量が４０質量ｐｐｍとなるように塩化アルミニウム六水和
物を添加し、さらに、添加するカルシウム化合物を水酸化カルシウム（関東化学株式会社
製　純度：９９．９質量％以上、Ｄ５０：１２μｍ）とし、酸化カルシウム換算で焼結体
中に２質量％相当含まれる量を添加した以外は、実施例２と同様に行い、酸化マグネシウ
ム、酸化カルシウム、及びアルミニウムを含む焼結体を得た。
【００６４】
　（実施例１１）
　添加するカルシウム化合物を水酸化カルシウム（関東化学株式会社製　純度：９９．９
質量％以上、Ｄ５０：１２μｍ）とし、酸化カルシウム換算で焼結体中に５質量％相当含
まれる量を添加した以外は、実施例２と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム
、及びアルミニウムを含む焼結体を得た。
【００６５】
　（実施例１２）
　添加するカルシウム化合物を酸化カルシウム（関東化学株式会社製　純度：９９．９質
量％以上、Ｄ５０：１５μｍ）とし、焼結体中に５質量％相当含まれる量を添加した以外
は、実施例２と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及びアルミニウムを含
む焼結体を得た。
【００６６】
　（実施例１３）
　添加するアルミニウム化合物を硝酸アルミニウム九水和物（株式会社高純度化学研究所
製　純度９９．９質量％以上）とした以外は、実施例２と同様に行い、酸化マグネシウム
、酸化カルシウム、及びアルミニウムを含む焼結体を得た。
【００６７】
　（実施例１４）
　添加するアルミニウム化合物を硫酸アルミニウム（株式会社高純度化学研究所製　純度
９９．９質量％以上）とした以外は、実施例２と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カ
ルシウム、及びアルミニウムを含む焼結体を得た。
【００６８】
　（比較例１）
　実施例１と同様に、塩化マグネシウム水溶液を得た。
【００６９】
　次に、（工程Ａ）を行わず、塩化マグネシウムの反応率が９５ｍｏｌ％となるように、
濃度１５ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液と塩化マグネシウム水溶液を反応させて、
濃度１００ｇ／Ｌの水酸化マグネシウムスラリーを調製した。
【００７０】
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　次いで、実施例１と同様に（工程Ｂ）～（工程Ｄ）を行った。
　次に、（工程Ｅ）において、得られた酸化マグネシウム粒子１００質量部に対して、焼
結体中のアルミニウム含有量が５００質量ｐｐｍとなるように酸化アルミニウム（株式会
社高純度化学研究所製　純度９９．９質量％以上）を添加し、さらに、炭酸カルシウム（
関東化学株式会社製　純度：９９．９９質量％以上、Ｄ５０：１２μｍ）９質量部（酸化
カルシウム換算で焼結体中に５質量％相当含まれる量）及びバインダーを添加、混合し、
造粒した。
【００７１】
　次いで、実施例１と同様に（工程Ｆ）及び（工程Ｇ）を行い、酸化マグネシウム、酸化
カルシウム、及びアルミニウムを含む焼結体を得た。
【００７２】
　（比較例２）
　焼結体中のアルミニウム含有量が１００質量ｐｐｍとなるように酸化アルミニウムを添
加し、炭酸カルシウムを、酸化カルシウム換算で焼結体中に２質量％相当含まれる量添加
した以外は、比較例１と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及びアルミニ
ウムを含む焼結体を得た。
【００７３】
　（比較例３）
　焼結体中のアルミニウム含有量が５００質量ｐｐｍとなるように酸化アルミニウムを添
加し、炭酸カルシウムを、酸化カルシウム換算で焼結体中に１０質量％相当含まれる量添
加した以外は、比較例１と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及びアルミ
ニウムを含む焼結体を得た。
【００７４】
　（比較例４）
　焼結体中のアルミニウム含有量が１０００質量ｐｐｍとなるように酸化アルミニウムを
添加し、炭酸カルシウムを、酸化カルシウム換算で焼結体中に１５質量％相当含まれる量
添加した以外は、比較例１と同様に行い、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及びアル
ミニウムを含む焼結体を得た。
【００７５】
　以上の実施例及び比較例で得た酸化マグネシウム、酸化カルシウム、及びアルミニウム
を含む焼結体の物性を以下に示す。
【００７６】
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【表１】

 
【００７７】
　表１より、実施例１～１４では、焼結体中にアルミニウムが均一分散し、焼結密度が高
い焼結体が得られたことが分かる。
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